
地方公務員法第５８条の２及び館山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定に

より，令和６年度における人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。 

                             館山市長 森  正 一 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況  

(1) 採用・退職者数について                       （単位：人） 

職 種 

令和６年度 

採用者数 
退職者数 

定年退職 勧奨退職 普通退職 計 

一般行政職 18 15 2 19 36 

技能労務職 0 3 0 0 3 

保育士職・幼稚園教諭職 2 0 2 2 4 

計 20 18 4 21 43 

    ※ 短時間勤務（再任用）職員を含まない 

 

(2) 職員数について（令和６年４月１日現在）  

・ 各表とも，（）書きは短時間勤務（再任用）職員の人数で外数 

 ◇部局別                           （単位：人） 

市 長 
教 育 

委員会 

議 会 

事務局 

監 査 

事務局 

選挙管理

委員会 

農 業 

委員会 
計 

288（3） 132 4 3 2 4 433（3） 

 

◇職種別                                （単位：人） 

一 般 

行 政 
税 務 

薬 剤 

医 療 

看 護 

保 健 

社 会 

福祉士 
保育士 

技 能 

労 務 
教 育 計 

289（3） 26 2 15 3 48 21 29 433（3） 

※「教育」は幼稚園教諭及び指導主事等 

◇年齢別                                （単位：人） 

18～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～ 計 

39 51 50 59 48 55 52 79（3） 433（3） 

  

 

２ 職員の給与の状況 （市長・副市長・教育長を含まず） 

(1) 職員の給与費について 

給 与 費 （令和６年度普通会計決算） 
１人当たり給与費 

給 料 諸手当 期末勤勉手当 計 

13億 8,963万円 2億 217万円 6億 787万円 21億 9,967万円 547万円 

※給与費には，短時間勤務（再任用）職員の給与費を含み，1 人当たり給与費の算出基礎の人数には当該職員を含まない 



(2) 職員の平均給与月額等について 

職 種 

令和６年４月１日現在 

平均年齢 
平  均 

給与月額 給料 諸手当 

一般行政職 41歳 10月 352,463円 312,326円 40,137円 

技能労務職 55歳 6月 365,283円 336,457円 28,826円 

教 育 職 41歳 10月 340,823円 309,713円 31,110円 

※短時間勤務（再任用）職員は含まない 

 

(3) 一般行政職員の等級別職員数（令和６年４月１日現在）            （単位：人） 

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計 

標準的な

職務内容 

主事 

技師 

主事 

技師 

副主査 

主任主事 

主任技師 

係長 

主査 

副主幹 副課長 

主幹 

課長 

局長 

部長 

 

 

人数 29 78 42（3） 42 37 24 29 8 289（3） 

 ※（）書きは，短時間勤務（再任用）職員の人数で外数 

 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 勤務時間の状況について（令和６年４月１日現在） 

１週間の 

勤務時間 
開始時間 終了時間 休憩時間 

38時間 45分 8：30 17：15 12：00～13：00 

 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度） 

(1) 職員の分限処分の状況について 

降 任 免 職 休 職 降 給 

0件 0件 16件 0件 

 

(2) 職員の懲戒処分の状況について 

戒 告 減 給 停 職 免 職 

0件 0件 1件 0件 

 

 

５ 職員の服務の状況 

(1) 年次有給休暇の取得状況について（令和６年１月１日～１２月３１日） 

総付与日数 

A 

総取得日数 

B 

対象職員数 

C 

平均取得日数 

B／C 

取得率 

B／A 

16,299日 5,162日 433 11.9日 31.7％ 



 (2) 育児休業及び部分休業の状況について（令和６年度） 

区 分 

  

 うち両休業 

取得者数 

 

男性職員 4 0 0 

女性職員 16 0 6 

計 20 0 6 

  ※人数は延べ 

 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況（令和６年度） 

(1) 職員研修実施状況 

区 分 受講者数 備    考 

広域研修 
一般研修 69 階層別研修（新規採用職員・初級職員・新任係長，中級職員）  

実務研修等 60 接遇，クレーム対応，コーチング，行政法 

派遣研修（研修機関等） 76 
千葉県自治研修センター・市町村アカデミー・日本経営協会等

が行う実務研修・セミナー 

市独自研修 28 新規採用職員研修，庁内研修 

 

(2) 勤務成績の評定の状況 

  全職員に対して人事評価を実施しています。 

 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

千葉県市町村職員共済組合の各種給付事業を中心に職員の生活をサポートし，また，健康管理や体力づく

りを積極的に促し，心身共に充実した社会人生活を過ごせるように支援しています。 

(1) 職員の健康管理に関する状況 

職員の健康状態を把握し，健康被害や疾病の早期発見を行うため，健康診断，各種相談等を実施してい

ます。 

 

(2) 公務災害補償の概要 

公務上，通勤途上の災害により，負傷または死亡した場合には，地方公務員災害補償基金から一定の補

償が行われます。 

令和６年度の補償件数は，次のとおりです。 

区 分 傷 害 死 亡 

公務災害 5件 0件 

通勤災害 0件 0件 

 

 

 

育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 



(3) 共済制度 

  職員の共済制度として，地方公務員等共済組合法に基づき，職員と市において分担拠出する財源により，

短期給付事業（医療関係等），長期給付事業（年金関係），福祉事業（人間ドック等事業）を行っており，

厚生年金，国民年金，健康保険及び国民健康保険と同様に社会保険制度の一環とされています。 

 

 

８ 公平委員会の業務の状況（令和６年度） 

職員は，勤務条件や懲戒その他意に反する不利益な処分に対して，公平委員会に措置要求及び審査請求を

することが出来ます。 

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況 

   該当なし 

(2) 不利益処分についての審査請求の状況 

   該当なし 


